
質問者 質問内容 答弁内容

梶　哲也議員

　２）投資的観点から補助金の増額も検討してはいかがですか、
見解をお伺いします。

　補助金の増額につきましては、補助金の活用方法を含めて検討
してまいります。

　現交付要綱の内容の
他、どのようなニーズ
があるか、また補助金
額も含め、どのような
形であれば活用してい
ただけるかなどの検討
を進めます。

総務課

令和６年第４回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応

（質問１）ふるさと納税について
　ふるさと納税は自治体にとって重要な自主財源の一つとなって
います。全国から寄附を受け入れ、地域の発展や事業に活用する
ことができます。また、ふるさと納税を通じて、特産品や観光資
源をPRする機会が増え、これにより地域の知名度が向上し、観光
客の増加や産業振興、雇用創出など、地域全体の活性化につなが
ります。
　現状の収支としては、令和３年度△５，１７７，３４７円、令
和４年度△６，２１８，３３５円とマイナスが続き、寄附金が倍
増した令和５年度でも寄附額が２９，８５５，５００円に対し寄
附控除額（推計）が６８，１９５，５１６円、交付税補填額を加
算しても△１，７７３，０４０円となっています。
　本町の対策として、ふるさと納税返礼品開発事業補助金１００
万円がありますが、令和５年度決算では執行されていません。
　補助金が使われない要因として、次の事が考えられます。
　補助金制度の存在自体が住民や事業者に十分に知られていな
い。または周知活動が不十分で、申請手続きや条件についての情
報が行き届いていない。また費用対効果を考えると補助金額が小
規模で、手間をかけて申請するほどのメリットを感じない。
などが考えられます。そこで、
　１）令和６年度の状況はどうなっていますか、お答えくださ
い。

　令和６年度において、現時点でふるさと納税返礼品開発事業補
助金は活用していただいていない状況です。
　この理由のひとつとして、今年度より本町のふるさと納税業務
を委託している事業者からの提案により、釣り糸の充実に注力し
たため、補助金の活用に対して職員のリソースを割くことができ
なかったためと考えております。この点反省すべき点でもござい
ます。
　しかしながら、釣り糸に注力した結果、釣り糸を返礼品として
選択された方の令和５年度の寄附額は４００万円程度でありまし
たが、今年度は１１月末時点で１，１００万円を超える状況と
なっており、本町における寄附額の約６０％を占め、主要な返礼
品になっております。

左記により完結

総務課
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令和６年第４回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応

（質問３）防災訓練について
　本年度の防災訓練は、１１月１０日に北島北小学校をメイン会
場とし、北島小学校および北島南小学校をサテライト会場として
開催されました。例年よりも多くの参加者が集まり、一定の成果
があったと感じられます。
　防災訓練は、災害発生時に住民や自治体が迅速かつ適切に対応
できるよう備えるための重要な活動です。自治体が防災訓練を実
施することで、災害発生時の対応手順を具体的に確認し、避難経
路や避難所を事前に把握することができます。また、実際の災害
時には冷静に行動する能力を養うことができます。さらに、自治
体職員、住民、消防、ボランティア団体など、多様な関係者が協
力することで、情報共有の方法を確認する機会ともなります。
　防災訓練を通じて、住民が災害リスクを身近に感じることで防
災意識が高まり、防災訓練への参加者の増加が北島町全体の防災
力向上に繋がると考えます
　今後の課題としてサテライト会場の充実が挙げられます。避難
所設営体験などこの機会にできることはあると思います。また防
災・減災に関する関係人口を増やし、少ない職員でも効率的に運
営できる環境を構築する必要があると考えますが見解をお伺いし
ます。

　本町の防災訓練は、防災フェスのような内容をミックスして、
町民の皆さまにさまざまなメニューを参加型で体験していただい
ております。毎回新たなものを導入しているほか、過去から繰り
返し行っている訓練もあります。来年度の防災訓練のイメージと
しましては、中学校をメイン会場として開催するほか、それとは
別にまず避難所設営をテーマに座学を行い、その後、各学校体育
館などで実践していただく訓練を順次実施して行くよう検討して
おります。

左記により完結

危機情報管理課

（質問２）図書館について
　自治体における図書館は、地域住民の教育と学習を支える場と
して、生涯学習の拠点や学校教育の補完的役割を果たすと同時
に、情報へのアクセスを提供し、地元の歴史や文化の保存と発信
を通じて地域社会の知識基盤を強化する重要な施設です。さら
に、図書館は、読書会や講演会などのイベントを通じて住民同士
の交流を促進するコミュニティの形成拠点であると考えます。こ
のように、自治体の図書館は、地域住民の多様なニーズに応える
公共サービスの要として機能しており、その維持と発展に時代の
変化に対応した新たなサービスの提供が不可欠です。そこで図書
の自動貸出機の導入を検討していただきたいと考えます。そのこ
とにより、人件費を分散化し、需要の多い土日祝日や学校の長期
休業期間における開館時間の延長も併せて検討できると考えま
す。見解をお伺いします。

　図書館は、地域住民の文化教養機能と課題解決機能を併せ持
ち、また、コミュニティの場として広く住民の皆さまに利用され
る施設と認識しております。そのため、本町でも時代の変化にも
対応し、住民のニーズに沿った新しいサービスの提供をしていか
なければならないと考えております。
　ご提案いただきました自動貸出機の導入も新しいサービスの一
つと思います。導入している図書館では、ＩＣチップによる自動
貸出やセルフ貸出など形態はさまざまですが、メリットとしまし
ては、利用者側は簡単に貸出処理が行え、混雑緩和になること、
非接触なので感染症等の対策の一つになること、また読書傾向等
が見られないためプライバシーも保たれることなどがあげられま
す。自治体側も窓口業務の省力化などの効果があるとされており
ます。デメリットとしましては、機器の誤作動による貸出ミスや
窓口での利用者の声が直接伝わらないなどが考えられます。
　また導入するためには、機器の購入はもちろんのこと、現在所
蔵している資料にＩＣチップの添付作業やシステムの整備など、
時間と初期費用が必要となります。新規に購入する資料のＩＣ
チップ費用など継続的な予算の確保も必要となることから、自動
貸出機の形態や精度、費用対効果なども見極めながら、利用者へ
の利便性の向上とサービスの拡大に努めてまいります。

　今後も利用者の利便
性向上にむけ、様々な
新しいサービスの可否
を検討していきます。

図書館・創世ホール
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進捗状況及び今後の対応

（質問４）公式ＬＩＮＥについて
　自治体において公式ＬＩＮＥを活用することは、住民サービス
の向上や情報伝達の迅速化において極めて重要な役割を果たして
います。現代では、多くの人々がスマートフォンを利用し、ＳＮ
Ｓを日常的な情報収集ツールとして活用しています。その中でも
ＬＩＮＥは、日本国内で広く普及しているコミュニケーション
ツールであり、自治体が住民に対して重要な情報を直接かつ即時
に届けるための有効な手段となります。
　登録者も６，０００人余りあり、住民の約２５%が登録している
ことになります。
　現状では連絡先は掲載しているものの、情報を一方的に送るに
留まっています。しかしＬＩＮＥのチャット機能を活用すること
で、住民からの問い合わせや意見を受け付けることができ、自治
体と住民の間で双方向のコミュニケーションが実現します。これ
により各事業の申し込みも可能となります。次のステップとして
公式ラインの機能の拡張を検討する時期だと考えます。見解をお
伺いします。

　ＬＩＮＥサービスにつきましては、個人情報等の管理上の懸念
があるとして、令和３年に、内閣官房、個人情報保護委員会、金
融庁、総務省において「政府機関・地方公共団体等における業務
でのＬＩＮＥ利用状況調査を踏まえた今後のＬＩＮＥサービス等
の利用の際の考え方（ガイドライン）」が策定されており、ＬＩ
ＮＥサービスを介した住民等とのコミュニケーションは原則禁止
とされているところです。
　本年４月には、個人データの漏えい等に関して総務省、個人情
報保護委員会より行政指導等が行われ、また、１１月には、他人
のアプリ上の写真が誤表示される不具合が発生し、総務省より通
信の秘密の漏えいに当たるとの見解が示されたところです。
　このような状況から、本町におけるＬＩＮＥの活用につきまし
ては、ＬＩＮＥにて個人情報は取り扱わず、町からの情報発信の
みにとどめているところであり、これらの懸念が払拭されるまで
は、ご提案のようなＬＩＮＥの活用は難しいものと考えておりま
す。

左記により完結

総務課

（質問５）給食センターについて
　給食センターの改築工事基本構想は、安全でおいしい食事を安
定的に届けるための重要な計画です。この構想は、給食の質を高
めるだけでなく、効率的な運営や地域の農産物の活用など、さま
ざまなメリットが期待されています。
　一方で、施設の運営方法や予算、地域への影響など、詳しい内
容や課題についてはまだ十分に共有されていない部分もありま
す。
　そこで、給食センター改築工事基本構想について、計画の目的
や内容、今後の進め方などを質問させていただきたいと思いま
す。
　１）基本構想における具体的な目的とその範囲についてお聞か
せください。

　現在取りまとめ中の基本構想は、基本設計・実施設計に至るま
での、現地調査、関連法規の確認、基本構想案の作成、建物の配
置や構造、敷地の使い方などの協議、ワークショップ等の検討会
での意見集約、概算工事費の積算などとなっております。

左記により完結

教育委員会

　２）現在の進捗状況と今後のスケジュール、具体的な完成目標
時期についてお答えください。
　４）次のフェーズへの移行時期についても具体的にお答えくだ
さい。

　今後のスケジュールといたしましては、令和６年度中に基本構
想の取りまとめ、令和７年度からは基本設計・実施設計を２カ年
で計画し、建築工事の発注を令和９年度にして、令和１０年度完
成・調理開始の予定で事業を進めております。

　円滑に事業を遂行で
きるよう努めていま
す。

教育委員会

第４回
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令和６年第４回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応

　３）現施設の問題点をどのように解消し、未来のニーズに対応
させる計画になっているのかお答えください。

　現施設では、調理室の空調問題、食物アレルギー対応食の調理
問題、衛生に関する問題、作業動線の問題等があります。
　新給食センターでは、そうした問題を解決し学校給食衛生管理
基準に則った給食センターを計画していきたいと考えておりま
す。

　令和７年度の基本設
計・実施設計発注後に
検討します。

給食センター

　５）仮に構想業務の内容や方向性を見直す可能性がある場合、
その判断基準やプロセスはどのように設定されますか。

　ご承知のとおり現給食センターの老朽化も進んでおります。安
定した給食の提供を担保するため、計画内容の変更はあっても、
事業の見直しは、施工年度の遅れを招く懸念もございますので現
在のところは考えておりません。

　計画内容について検
討を進めていきます。

教育委員会

増谷禎通議員

（質問１）ＣＯ2削減問題について
　１）洋上風力発電がこれからの自然エネルギーの柱になってい
く可能性がある。北島町は残念ながら海に囲まれていない、しか
し今切川や旧吉野川がある。ゼロカーボンの町のシンボルとして
民間事業者と連携できないか検討してはどうか。担当課長の答弁
を求めたい。

　洋上風力発電につきましては、現在、世界的に注目されてお
り、ヨーロッパを中心に導入が拡大しておりますが、川での洋上
風力に関しましては、川の規模や流量の変動、設置に伴う周辺環
境への影響やコスト面でまだまだ課題が大きく、現時点では実現
は難しいと考えております。ただし、今後の技術進展や国の補助
制度など新たな動きがある場合には、改めて検討を行ってまいり
ます。

左記により完結

まちみらい課
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進捗状況及び今後の対応

（質問２）中学生の国際交流問題について
　１）中学生の国際交流事業もオーストラリアになって２年目に
なるがオーストラリアの中学校での授業体験や中学校間交流も行
われていない。カナダでは姉妹校締結まで行ってきたが、旅行会
社任せの現状では難しいのではないか。今後はどうするのか、教
育長の答弁を求めたい。

　現在、旅行会社に委託しておりますが、オーストラリアは治安
もよく、留学先としても人気が高い国であり、交流校の選定には
専門的な知識とノウハウが必要となります。現地の状況の的確な
把握を行うためにも、旅行会社を通じて情報収集しながら、学校
を厳選したいと考えております。授業体験や異文化交流など充実
したプログラムの実現を図ってまいりますのでご理解賜りますよ
うお願いいたします。

　充実したプログラム
となるよう内容を精査
していきます。

教育委員会

　２）現在の円安で、生徒一人当たり予算はいくらかかっている
のか、担当課長の答弁を求めたい。

　令和６年度の実績といたしましては、生徒一人当たり５７万円
余りとなります。

左記により完結

教育委員会

　２）環境省からの補助金について、今年度分予算は、４千万円
位あったと思うが、計画はクリアーできたのか、担当課長の答弁
を求めたい。
　３）新年度に計上した、予算の執行状況を個人及び事業者部門
別に金額、率を報告されたい。担当課長の答弁を求めたい。
　４）執行率の低い、事業者向け太陽光パネル補助金は上限金額
が低すぎるのではないか、大きな屋根に設置する場合２５０万円
の上限では少なすぎる。１千万円以上にすべきではないのか、担
当課長の答弁を求めたい。

　全体の執行状況といたしましては、１１月末時点で執行率は２
６％、補助金額が１０，８０９千円となっております。まず、個
人向けの補助金についてですが、太陽光発電と蓄電池は申請がな
く、執行率が０％にとどまりました。一方、省エネ設備につきま
しては、執行率１００％、補助金額は１，６７７千円、電気自動
車に関しましては、執行率は１１％、補助金額は２７６千円でし
た。
　次に事業者向けの補助金につきましては、太陽光発電と蓄電池
の執行率が１９％、補助金額は１，５００千円にとどまりました
が、省エネ設備は、執行率７５％、補助金額７，０８０千円と
なっております。また、電気自動車につきましては、個人と同様
に執行率１１％、補助金額２７６千円でした。
　個人、事業者ともに省エネ設備の人気が高く、今後さらに申請
数が増えると見込んでおります。しかし、個人向け太陽光発電の
申請が伸び悩んでおり、理由としましては、現在この補助金は、
徳島県が実施しております補助事業との重複を避けるために新築
住宅に限定していることが挙げられます。また、今年度は国から
の内示が６月であったため、募集開始が８月にずれ込んだことか
ら、新築住宅では工事の完了が締め切りに間に合わないため、申
請を控えたのではないかと考えられます。
　こうした課題を踏まえ、来年度は募集開始を４月に前倒しする
とともに、町外からの移住者やハウスメーカーにも広報を行い、
新築住宅への補助制度を広く知っていただけるよう努めたいと考
えております。
　また、事業者向けの太陽光発電に関しましては、今年度実施し
たヒアリング調査で、議員ご指摘のとおり「補助金の上限をなく
して欲しい」という要望がございました。そのため、来年度から
は補助金の上限額を撤廃し、事業者が導入しやすい環境を整える
ことで、再生可能エネルギーの普及をさらに促進してまいりたい
と考えております。

　今後も可能な限り改
善を行いながら補助金
額の執行に努めていき
ます。

まちみらい課

第４回
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　３）新天地のシンガポールやフィリピンなどに変更してはどう
か。例えば宮崎市や札幌市のグローバルチャレンジ支援事業で
は、１５日間個人負担は５万円、総額２０万６千円程度である。
一般社団法人自治体国際化協会など、補助率１/２も受けられる例
もある。同じアジアの国々と交流することも大切ではないか、変
更してはどうか。費用も安くなるため、参加人数も多くできる。
教育長の答弁を求めたい。

　北島町国際交流事業は、これまでイギリス、アメリカ合衆国、
カナダ、オーストラリアとさまざまな国で研修事業を実施してお
ります。先般開催した国際交流研修事業検討委員会におきまし
て、来年度の派遣先につきましては、今年度と同様にオーストラ
リアに決定しております。
　しかし今後につきましては、安全で安心を第一としながら、ご
提案にもありますアジア諸国につきましても、広く検討してまい
ります。

　令和８年度事業では
アジア諸国も検討しま
す。

教育委員会

（質問３）教育問題について
　１）不登校の児童数が全国的に急激に増えている。１１月９日
付けの徳新によると、徳島県の小中学生で２０１９年から２０２
３年度までで約２倍となっており、増加ペースは全国平均とほぼ
同じとなっている。北島町はどうか聞きたい、教育長の答弁を求
めたい。

　病気や経済的理由による場合を除き３０日以上欠席した不登校
児童生徒の状況につきましてお答えいたします。
　文部科学省が行っている全国調査では、２０２３年度初めて３
０万人を超え、過去５年間で倍増したとの報道がありました。本
町では２０１９年度には２７人が不登校でしたが、２０２３年度
は５２人とほぼ２倍に増加しており、徳島県全体と同じような状
況となっております。なお、本年度１１月末現在で把握している
ところでは、４１人となっております。

左記により完結

教育委員会

　２）１６年に成立した教育機会確保法は、国や自治体が不登校
の児童を支援することを明記し、フリースクールなどの学校以外
での学習の重要性を認めている、北島町の現状はどうか、教育長
の答弁を求めたい。

　教育機会確保法にかかる現状でございますが、この法には「多
様で適切な学習活動の重要性」について規定されており、地方公
共団体では、こどもの状況に応じた学習活動等が行われるよう支
援を行うことが求められています。多様な学びの場として教育支
援センター(適応指導教室)やフリースクールがありますが、現
在、本町の教育支援センター「ステップきたじまっ子」には、小
中学生２３人が登録しております。今後、学校には行けるように
なったけれども教室には入れない生徒の居場所として、北島中学
校に校内教育支援センターを設置することを検討中です。

　校内教育支援セン
ターの設置に向けて進
めています。

教育委員会

　３）昨年度の決算資料で、朝ご飯を食べてこない児童も増えて
いる。対策が必要ではないのか、教育長の答弁を求めたい。

　ご指摘のとおり、町内小中学生の朝食摂取状況調査では、「毎
日朝食を食べている」と回答した児童生徒の割合は減少傾向にあ
ります。その要因の一つとして、各家庭の生活習慣の変化や不規
則な生活リズムなどがあるのではないかと推察します。
　町といたしましても、成長期の子どもたちにとって毎日の朝食
は大変重要であると認識しており、学校でも定期的に栄養教諭に
よる食育授業等で朝食を採ることの大切さを教えております。今
後も、機会を捉えて保護者へも朝食摂取を促すとともに、経済的
な理由によって朝食を食べられない子がいないように学校でも十
分見守ってまいります。

　食育指導や見守りを
継続していきます。

教育委員会
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質問者 質問内容 答弁内容

令和６年第４回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応

（質問４）契約及び印刷物購入の問題について
　１）清掃事業や保育所など監査委員から指摘された契約上の不
備があったが、今年度は改善されたか聞きたい。担当課長の答弁
求める。

　議員ご承知のとおり、決算審査で指摘をいただき、その後の契
約事務につきましては、財務規則を遵守のうえ、適切に運用でき
ていると確認しております。財務規則等の改正時は掲示板により
周知もしているところであり、今年度においても、契約保証金の
取扱いについて、主な改正内容等掲示板により周知いたしまし
た。また、定期監査時に契約事務内容や保証金の納付確認及び契
約日等も監査委員により確認いただきました。
　今後も引き続き適切な事務処理に努めてまいります。

左記により完結

総務課

　２）入札問題で、多くの辞退企業が出ているが、どのように改
善されたのか、担当課長の答弁を求めたい。

　入札業務におきまして、入札辞退の多くは、技術者・作業員の
確保が困難という辞退理由により辞退している状況ではありま
す。業務発注の際には、引き続き適正な工期の設定や設計額を算
出するよう周知徹底に努めてまいります。

左記により完結

総務課

　３）封筒やチラシ、のぼり旗、名入れのＴシャツなどの印刷物
で、民間事業者に発注すると、私たちが物品を購入するよりも安
い価格で、印刷して仕上げた状態で購入できる。検討してみては
どうか、担当課長の答弁を求めたい。

　現在、町が発注している封筒やのぼり旗等は印刷内容を決定し
て、ご質問にあるように印刷して仕上げた状態で納入するよう発
注しております。

左記により完結

総務課

　４）給食費の滞納も増えている、児童手当などから天引きする
のではなく、就学援助の支給対象を拡大して滞納家庭は、就学援
助で対処すべきではないか、生活保護基準の１．２倍を１．４倍
とか、特例を作るとか、検討してはどうか、教育長の答弁を求め
たい。

　本町では、令和４年１１月より給食費を直接保護者より徴収す
ることとなりました。議員ご指摘の滞納額につきましては、令和
４年度決算　２２４，８７８円、令和５年度決算　３２５，１９
５円、そして令和６年度１１月末現在、５３，０３５円となって
おります。
　給食費の徴収方法としまして、未納者に限って児童手当からの
天引きを行っております。なお、児童手当からの申出徴収（天引
き）が可能であることは、文部科学省作成の「学校給食費徴収・
管理に関するガイドライン」にも記載されております。
　本町の就学援助制度についてですが、認定基準は生活保護基準
の１．３倍未満としており、認定された世帯には給食費が実費で
支給されております。支給方法を学校長委任とした場合、保護者
による立替の必要がありませんので滞納となることはありませ
ん。給食費を滞納する世帯は、必ずしも経済的に困難とは言え
ず、認定基準の拡大は、給食費以外の給付にも影響が及ぶため慎
重に検討する必要があると考えております。
　今後は、必要な方に制度を活用していただけるよう周知に努め
るとともに、費用負担の公平性を保つためにも滞納をなくすよう
徴収業務に取り組んでまいります。

　保護者の理解を得な
がら適切な徴収事務に
努めます。

教育委員会
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質問者 質問内容 答弁内容

令和６年第４回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応

（質問５）定年問題について
　１）現在、北島町職員の定年退職年齢と６０歳以降の待遇はど
のようになっているか、担当課長の答弁を求めたい。

　公務員の定年年齢は令和５年度より１０年かけて段階的に引き
上げられ、令和１４年度以降は６５歳になります。現在は、２ケ
年に１歳延長しており令和６年度の定年年齢は６１歳となってお
ります。
　給料月額は、６０歳に達した日以後の最初の４月１日以降は、
６０歳時点の７割の額となります。また、各課の長や出先機関の
長のような管理監督職であったものは、「役職定年」となり管理
監督職以外の職に異動します。本町では令和５年３月に規則を改
正し、役職定年となったものの職として統括補佐職を新設し、管
理職を補佐し、後進の職員の統括等を行うこととしております。

左記により完結

総務課

　２）年金の支給年齢はどのようになっているか、担当課長の答
弁を求めたい。

　年金の支給開始は、６５歳からとなっております。ただし、６
０歳から６５歳になるまでの間に繰り上げて受給することができ
ます。繰り上げによる減額率は、昭和３７年４月２日以降生まれ
の方は１月当たり０．４％となっております。
　また、受給開始を６６歳以降に繰り下げることもでき、繰り下
げて受給する場合は、繰り下げ待機期間に応じて０．７％ずつ増
額することになっております。

左記により完結

総務課

（質問６）保育事故問題について
　１）認可保育所における、幼児の積み木飲み込み事故による、
園長及び保育士が徳島地検に書類送検された。これから裁判が始
まるので、刑についてはわからないが、園の運営はどのようにな
るのか、担当課長の答弁を求めたい。

　当該保育施設につきましては、再発防止のための取り組みを行
い、常に安全対策に気を配りながら運営していくと確認が出来て
おります。

左記により完結

子育て支援課

　２）その後他の園も改善されていると思うが、監視カメラの設
置などはどうか、担当課長の見解を求めたい。

　監視カメラの設置につきましては、町内認可保育施設（町立保
育所を含む）９施設の内、４施設が設置出来ております。設置に
当たって監視カメラは高価な物であるため、町独自での補助金に
ついても検討し、未設置の施設には設置に向けてお願いをしてま
いりたいと思っております。

　町独自での補助金に
ついても検討してお
り、未設置の施設には
設置に向けてお願いを
していきます。

子育て支援課

（質問７）公用車問題について
　１）公用車の所有状況などの資料を頂いた。全部で５３台に
なっている。年間使用頻度の少ない車両について、大幅に削減す
べきであると考えるが、担当課長の答弁を求めたい。
　２）各車両の２０２３年度の走行距離数について、担当課長の
答弁を求めたい。
　３）庁舎内における各課の車両は、総務課が管理し、使い回し
すべきであると考えるが、担当課長の答弁を求めたい。

　公用車の使用頻度は、少ない車両から日々使用している車両等
の状況があります。車両管理の効率化効果を最大化にするために
は、議員ご提案のとおり全庁による一括管理が望ましいとは考え
ます。ただし、特別な車両や運用上個別管理する方が望ましい
ケース等があります。それらを精査し、運用面の効率化、台数の
最適化に繋げ、さらには運用管理のデジタル化による稼働率の向
上等は、今後の検討課題であると考えております。
　走行距離につきましては、使用形態により走行距離の違いがあ
り、日々町内での使用をしているが走行距離は少ない場合や、使
用回数は少ないが遠距離で使用している場合等があります。

左記により完結

総務課

第４回
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質問者 質問内容 答弁内容

令和６年第４回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応

　４）庁舎外の所属所からの庁舎への移動は、燃料費等の経費負
担を考慮して公用車の使用は廃止し、毎週の課長会も重要でなけ
れば、テレワークで行えば時間の無駄も無くなるのではないか。
町長の見解を求めたい。

　新型コロナウイルスの流行や働き方改革の推進によりＷｅｂ会
議の利用は増えている状況であります。
　Ｗｅｂ会議により移動時間と交通費が削減でき、会議室を分散
することで会議室の密を避けることができます。それとは逆に、
対面会議では、直接対面することで参加者同士の意思疎通がしや
すい、相手の表情だけでなく雰囲気など多くの情報収集がしやす
い場面もあると思われます。
　このようなことを踏まえ、ご提案にある事案等を考慮し、効率
的な情報連携ができるよう状況に応じＷｅｂ会議と対面会議の使
い分けの検討を図ってまいります。

　２階応接室前のス
ペースをＷｅｂ会議が
できるよう準備をして
います。また、課長会
議の実施についても検
討します。

総務課

夷谷大輔議員

（質問１）津波避難タワーの必要性について
　能登半島地震が起き、もうすぐ１年が経とうとしている。今現
在も支援が必要な状況である。南海トラフ大地震もいつ起きても
おかしくない状況である。南海トラフ大地震が発生すれば、本町
にも大きな影響をもたらすことは間違いない。その一つが、津
波、浸水である。３m前後の津波、浸水被害予想である。本町も津
波避難場所に指定されている建物があるが、場所に偏りがあるよ
うに感じ、町民全てが避難するには無理があるように感じる。エ
リアごとに津波避難タワーが必要であり、津波到着時間から逆算
して、避難場所を設ける必要があると思う。そこで、３点質問す
る。
　１）今現在の計画で、全町民が津波避難場所に移動できる計算
になっているのか。

　本町の「南海トラフ巨大地震に伴う津波避難計画」では、津波
到達予定時間、避難場所、避難移動距離などに基づき、町内で避
難困難地域は設定されないものとなっております。

左記により完結

危機情報管理課

　２）空き地や農地などを利用し、津波避難タワーも建設する予
定はないのか。

　町内には、まだ津波避難ビルに指定されていない物件がありま
すので、その指定に向けての協力のお願いから進めてまいりたい
と考えております。

　現在、津浪避難ビル
候補の建物所有者と連
絡を取り、協議を進め
ています。

危機情報管理課

　３）今現在、設置中の防災備蓄倉庫等は浸水すると思うが対策
は取れているのか。

　津波により町内は、ほぼ全域が浸水するという想定になってお
りますが、備蓄物資の種類により防災施設２階や倉庫の高い位置
などに振り分けるなどの対応をしております。なお、太郎八須地
区津波一時避難場所は、入口近くに倉庫がありますが、高台に向
かうスロープに距離があるため、上の避難場所にも倉庫を新設す
る計画となっております。

左記により完結

危機情報管理課

（質問２）防災訓練について
　今年度も防災訓練が実施された。今年度はメイン会場１カ所と
サテライト会場２箇所での開催となった。昨年度に比べ、内容も
少し変わった。そこで２点にわたりお伺いしたい。
　１）防災訓練実施後、参加者等にアンケートは取ったのか。

　今年度の防災訓練では、職員へのアンケートのみ実施いたしま
した。改善点につきまして、さまざまな意見がありましたので、
これらを今後の訓練に生かしてまいります。また、町民の皆さま
へのアンケートの実施方法は、次回の訓練に向けて検討してまい
ります。

左記により完結

危機情報管理課
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質問者 質問内容 答弁内容

令和６年第４回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応

　２）校舎屋上避難訓練など、実際の災害発生時と同じ状況に似
た訓練を今回実施したが、避難所運営の訓練も大事だと思う。ど
う考えているのか。

　避難所運営訓練につきましては、今年２月に徳島県防災人材育
成センター職員を講師として、自主防災組織の方々を対象に避難
所の基礎知識を学んだ後に、避難所運営ゲームを行いました。ま
た、来年２月には、避難所運営を座学により研修し、その次の段
階で学校体育館を利用して訓練を実施する予定としております。
発災時にスムーズな避難所運営ができるよう、今後もさまざまな
手法を検討し町民の皆さまと取り組んでまいります。

左記により完結

危機情報管理課

（質問３）給食センターの建替について
　給食センターの機能として給食を調理することは当たり前であ
る。平成元年に建てられ３５年経過している本町の給食センター
も給食を調理するためだけの施設である。そんな中、本町は令和
１０年度を稼働予定とし、新給食センターを建設予定である。
　近年では、平時は学校給食と食育啓発施設、災害時には炊き出
しや避難所を有した防災食育センターも多くある。
　今現在、ワークショップなどを開催し基本構想を練っている状
況だと思われるが、令和７年３月末に基本構想完了予定、その後
設計業者が決定される。令和８年５月末まで打ち合わせをしてそ
の後、発注へと移る。このスケジュールを見ると、基本構想の段
階から大変重要であることが分かる。
　基本構想も終盤に差し掛かる今、いくつかにわたりお伺いす
る。
　１）災害時（停電のみを含む）の電力供給はどのようにするの
か。

　災害発生等による停電時にも炊き出し等の機能が必要であると
の認識でありますので、電力供給を自家発電機で部分的にでも稼
働したいと考えております。

　基本計画等で検討を
進めていきます。

教育委員会

　２）災害時に備え、備蓄はするのか。 　新給食センターでは、災害用の備蓄についても考えておりま
す。備蓄のスペースや数量につきましては、今後設計を発注いた
しますので、その状況も把握しながら関係課と協議し進めてまい
ります。

　令和７年度の基本設
計・実施設計発注後、
図面が完成してから検
討します。

給食センター

　３）災害時、避難場所、避難所、一時避難所に指定する予定は
あるのか。

　給食センターの構造は、高床式の計画となっておりますので、
今後、津波等の緊急一時避難場所として指定の協議検討を行って
まいりたいと考えております。

左記により完結

危機情報管理課

　４）災害時に生活水として利用するため、雨水などを利用した
設備を設置する予定はあるのか。

　災害時の雨水の利用につきまして、一部検討はしておりました
が、雨水の処理にコストがかかるのと衛生面の観点から、災害時
にも活用できるよう、上水道の受水槽を増設するほうが機能的で
はないのかという結論に至っております。

左記により完結

教育委員会

　５）地元農家の野菜などを使用し、地産地消を推奨していく予
定はあるのか。

　現在、給食センターでは、地元で収穫されたレンコンを徳島県
農業協同組合から購入し、給食の主菜、副菜に利用し地産地消を
図っております。
　今後も学校給食の質を維持しながら、地元食材を利用した給食
をこどもたちへ提供してまいりたいと考えております。

　今後も学校給食の質
を維持しながら、地元
食材を利用した給食の
提供をしていきたいと
考えています。

給食センター
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　６）建設にあたり、補助金の活用をすると思われるがどの補助
金を活用する予定なのか。

　給食センターの建築にかかる補助金として、文部科学省、学校
施設環境改善交付金の学校給食施設整備事業補助金を活用したい
と考えております。

左記により完結

教育委員会

板東泰史議員

（質問１）音楽ホールの影で
　徳島市は県との間で音楽ホールについての議論が喧(かまびす)
しい。反面、広域ごみ処理場の件は最近話題にも上らなくなっ
た。徳島市の単独整備すら進行しているかどうか不明である。北
島町は石井町とともに棚上げにされて困惑している自治体であ
る。小松島市は着々と自前での整備を進めているようである。現
状はどうなっているか。またいつまで現状を維持できる予定なの
か。

　現在、徳島市が建設予定地であるマリンピアでの災害リスクに
ついて検証しているところであります。徳島市の担当部署に確認
を取ったところ、今回の市議会で一定の検証結果を報告するとお
聞きしておりますので、結果を受けて改めて協議の申し入れを行
いたいと考えております。
　また、施設の現状につきましては、対応年数を大幅に超過して
いる施設でございますので、確実な使用可能な年数は申し上げら
れませんが、老朽化が進んでいる現存施設の延命措置を行いなが
ら、できる限り長く稼働していき、早急に本町にとってよりよい
ごみ処理方法について調査・研究してまいりたいと考えておりま
す。

　徳島市のマリンピア
の災害リスクについて
の報告が3月議会でなさ
れるとのことなので、
協議の申し入れを行い
たいと考えています。
　また、現存施設につ
いては、点検・整備を
行い継続して延命化に
努めています。

清掃センター

（質問２）小中学校の教育問題について
　１）マインクラフトというゲームソフトがある。教育に特化し
た「教育版マインクラフト」が存在する。これは徳島県教育委員
会の中川教育長が上板町の高志小学校校長時代に導入して全国的
に高評価を得たものである。現在でも中川教育長は導入に理解が
深い。北島町でも導入を検討してはどうか。

　教育版マインクラフトは、プログラミング教育や共同学習など
の教材として使用できる教育向けのゲームソフトです。活用の利
点としまして、創造性の向上や主体的な学びなどが期待されてお
り、導入している県内の学校では成果を挙げていると聞いており
ます。
　一方で、定められた授業時数の中でマインクラフトの時間を確
保することが難しいことや、こどもたちがゲームに夢中になりす
ぎるなどの課題もあるようです。
　本町といたしましては、先進校での実践例などを学校と情報共
有しながら、本町における教育版マインクラフトの効果的な活用
方法について研究してまいります。

　活用方法を検討して
いきます。

教育委員会

　２）先日開催した女性会議において、登下校見守りサービスの
導入について提案があった。希望者がある程度集まれば導入は可
能と返答したが、その後希望者からの働きかけはあったか。

　町内各学校に確認いたしましたが、いまのところ登下校の見守
りサービス導入に関して、保護者からの要望等は寄せられており
ません。

左記により完結

教育委員会
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　共同浄水場が供用開始した後、不要となる施設はすべて撤去い
たしますが、第１、第２浄水池と配水ポンプ棟及びキュービクル
の一部施設は、配水場として供用開始後も継続して使用すること
になります。跡地の利用につきましては、複数の案が出てはいま
すが、現時点で具体的な計画には至っておりません。
　今後は、将来における施設の更新時の用地確保の必要性も考慮
しながら、ご提案の洪水対策の避難所の設置なども含め、町とし
てどのような形での跡地利用がもっとも有効か検討してまいりま
す。

　今後も各課で情報共
有し、町全体で跡地の
有効活用を検討してい
きます。

水道課

　地域下水道処理施設についても上水道施設同様、洪水対策の避
難所の設置も含めて、有効的な跡地利用の検討をしてまいりま
す。

　令和７年度より地域
下水道処理場の解体に
係る調査設計業務を進
めるとともに跡地利用
についても引き続き検
討していきます。

下水道課

中野真由美議員

（質問１）給食センターについて
　令和2年第2回の定例会で一度質問をさせていただいております
が、9月議会で概要説明があった新設予定の給食センターについて
何点か質問させていただきます。
　１）以前、米飯施設をセンター内に設置してはと質問をしまし
たが、当時は敷地が狭く予定はないとの答弁でした。新設の設計
図に炊飯室がありますが、お米はセンターで炊く方式で間違いな
いのかご質問いたします。

　現在、米の炊飯調理は委託に出しておりますが、新給食セン
ターでは当該施設で行う予定であります。

左記により完結

給食センター

（質問３）水道水のＰＦＡＳ汚染について
　水道水のＰＦＡＳ汚染について以前に質問したが、ついに公費
による血液検査が決定された。意外にも岡山県の吉備中央町が最
高濃度であった。原因はＰＦＡＳを除去した活性炭を大量保管し
ていたことらしい。北島町で原水を取水している旧吉野川の上流
において、活性炭が廃棄あるいは保管されている事実はあるか。

　ご質問にあるように岡山県の吉備中央町で水道水から国の暫定
目標値を大きく上回る高濃度のＰＦＡＳが検出され、その汚染源
として水源ダムの上流で大量に保管されていた使用済みの活性炭
が発生源とみられるとの報道がありました。現在、ＰＦＡＳの除
去には活性炭が有効な手段であるとされており、活性炭がＰＦＡ
Ｓを吸着することで水道水から分離し有害物質を取り除くことが
できます。ただ、使用済みの活性炭には吸着されたＰＦＡＳが
残っているため、環境省のガイドラインで使用後は適切な処理を
行うこととされておりますが、岡山県の事例では、ＰＦＡＳを除
去した使用済みの活性炭を水源ダム上流の屋外の資材置き場に野
ざらしの状態で約１５年もの間、放置していたため、ＰＦＡＳが
土壌から流域河川に流出し、２次汚染を引き起こした可能性が極
めて高いと言われております。
　本町が原水を取水している旧吉野川の上流において、活性炭が
破棄あるいは保管されている事実はあるかとのご質問ですが、現
時点で、正確な情報は把握しておりませんが、本町では、検査を
開始して以来、原水・浄水ともにＰＦＡＳが検出されたことは一
度もありませんでした。岡山県のような事例の可能性は低いと考
えておりますが、汚染源となる可能性の１つとして、今後は、県
や旧吉野川流域の自治体とも連携し、情報収集と実態の把握に努
めてまいります。

　現時点で詳細な情報
は把握していません
が、今後も県、旧吉野
川流域市町と連携して
情報収集に努めていき
ます。

水道課

（質問４）町有地の有効活用について
　鳴門市との共同浄水場は建設が順調に進んでいるようである。
予定通りであれば令和８年４月から供用開始になる。同じ時期に
グリーンタウンの地域下水道が公共下水道に切り替わる予定であ
る。２箇所の施設が用済みになるが、跡地の利用について何か計
画があるか。無ければ洪水対策の避難所を設置してはどうか。
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　２）9月議会で概要説明がありましたが、アレルギー対応食の部
屋がありませんでした。アレルギー対応食についてどのようにお
考えか所以をお伺いいたします。

　現在、給食センターでの食物アレルギー対応食としましては、
代替え食品の提供、アレルギー食品を除去したものを提供又は、
弁当持参の対応をしております。
　新給食センターでは、アレルギー食品を除去したものの提供に
つきまして、アレルギー食調理室にて別調理を行い、提供してい
きたいと考えております。

　令和７年度の基本設
計・実施設計発注後に
検討します。

給食センター

　３）将来的に学童保育の長期休暇時や高齢者に対する弁当配布
等、弁当を作れるようにする予定はあるのか所以をお伺いいたし
ます。

　新給食センターでは、給食を学校へ提供するということを一番
の目的として事務を進めております。給食は調理後２時間以内に
喫食しなければなりません。学校では、給食開始から終了まで先
生の管理ができております。学校外へ提供した場合、そうした決
まりごとが担保できません。学校外へ提供し、長時間保管の後に
食して食中毒等が起こった場合、給食センターの営業停止という
ことも想定されます。そうなれば、学校への給食供給がストップ
し、こどもやその保護者の方々に多大な迷惑をおかけすることに
なります。
　また、現在委託しております調理業務につきましても、学校給
食以外への提供となると委託料の上昇が予想されます。
　費用対効果やその他検討する課題があるため、近隣市町村の様
子もみながら総合的に判断していきたいと考えております。

　令和７年度の基本設
計・実施設計発注後に
検討します。

給食センター

（質問２）立哨当番について
　現在児童の登校時にＰＴＡが主体となって保護者の方に立哨当
番をしていただいておりますが、保護者にとってはかなりの負担
となるご家庭もあり、全国各地で立哨の在り方について模索して
いる所でもあります。この立哨について質問・提案させていただ
きます。
　１）入学式の後、子どもが教室から出てくるまでの待機時間を
使って、立哨の仕方の講習をし、正しい立哨の行い方を広報する
事はできないか。

　保護者の皆さまには、朝の忙しい時間帯にもかかわらずこども
たちの安全を見守っていただきありがとうございます。立哨の基
本的なことを保護者に知っていただくことは、こどもの安全を守
るうえで大切であると思っております。今後、学校と協議しなが
ら検討してまいります。

　各学校長に実施につ
いて協議中です。

教育委員会

　２）未就学児がいるご家庭は免除にしている自治体もある。警
察でも幼児を連れての立哨は推奨しておらず、今後考え直す必要
があると考える。幼児を連れての立哨についてどうお考えか。

　安全面からも幼児を連れての立哨はしないほうがよいと考えま
すが、核家族化が進むなか、連れて行かざるを得ないご家庭もあ
ると思います。対応としましては、ご質問にありますように立哨
の免除なども想定されますが、これは保護者同士の理解と協力の
下、成り立つものと考えますので、ＰＴＡ総会などでご協議いた
だきたいと思います。また、免除された方は、後に地域の見守り
として立哨に参加していただき、他の方の負担軽減にご協力をお
願いできればと思います。

左記により完結

教育委員会

　３）立哨を自分の子ども達を守るという意識から、地域の子ど
もを守ると位置づけ、学校運営委員会や地域学校協同活動の方々
に立哨の在り方について協議していただく事はできないか。

　議員ご提案のとおり、学校運営協議会に立哨の在り方を議題と
して取り上げていただけるよう提案してまいります。
　なお、地域の方々には、日頃からあいさつ運動やサンセットパ
トロールなど、こどもたちの見守りの目として活動をしていただ
いておりますこと感謝申し上げます。

　学校運営協議会に提
案予定です。

教育委員会
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（質問３）防犯フィルムについて
　いつ起こるか分からない南海地震に備え、避難所や、公共施設
の防災意識はかなり高くなってきています。ガラスの飛散で怪我
をする事は広く知られている所ですが、保育園を含む児童施設の
ガラス飛散についてフィルムを貼る等、対策はとれているのかご
質問致します。
　また、昨今では在宅時に強盗に襲われる事がよく報道されてい
ます。工事会社を装い、家を事前観察している事も知られていま
す。
　飛散防止フィルムは防犯の面でも役に立ち、強盗防止効果もあ
ります。また、断熱効果もあり省エネにもなるため、町で補助金
を出し推奨してはどうかご質問いたします。

　窓ガラス飛散防止フィルムにつきまして、町立保育所は施工済
みですが、児童館は一部施工されておりません。担当部署としま
しては、令和７年度に設計見積りを取り、スケジュールを立てた
うえで、令和８年度から順次施工していく計画となっておりま
す。
　飛散防止フィルムの機能は、主にはＵＶカットがセットとなっ
ております。そのほか遮熱や防犯など付加機能を備えたものなど
が数種類あり、目的により選択するようになります。防犯用にな
ると一定の基準を満たす必要があり、価格は高額になるようで
す。
　町補助金の導入は、社会状況や製品の動向を見ながら検討させ
ていただきたいと思っております。

左記により完結

危機情報管理課

松田亮平議員

（質問１）学校給食センター改築工事について
　１）新たに建築予定の給食センターですが、建築設計案として
現在２案に絞られたと考えてよろしいでしょうか。

　新給食センターの基本構想案では津波浸水対策として、盛り土
３案、ピロティ１案を提案していただきワークショップでの協議
で１階駐車場、２階調理場・事務室、３階集会室・休憩室・見学
ロビーのピロティ案が採用になっております。現在は、そのピロ
ティ案のなかで２階事務室の北配置と南配置での２案が設計業者
から提案されており、その案を元に集約を進めております。

左記により完結

教育委員会

　２）建設予定地の周辺住民に対して、住民説明会は実施してい
ますか、また今後実施する予定がありますか、答弁を求めます。

　建築予定地の周辺の皆さまへの住民説明会の予定は、従来どお
り本体の建築業者が決まりまして、具体的な工程スケジュールが
判明してから行う予定としております。

左記により完結

教育委員会

　３）学校給食センターの建て替えに関し、教育委員会が開催し
ているワークショップに、文教厚生委員として私も参加させてい
ただいております。このワークショップにはどのような方々が参
加されていますか。知らない方もいらっしゃるのでお聞かせくだ
さい。

　本町での給食に関することは、学校給食運営委員会にて協議す
ることとなっており、その下部組織として給食センター建築にか
かるワークショップを開催いたしました。そのメンバーとしまし
ては、町議会から文教厚生常任委員会委員、各校ＰＴＡ役員、
幼・小・中学校の教職員、役場から財政担当課、防災担当課、教
育委員会事務局、給食センターの各職員、コンサルタントの総勢
３１名の方々にご参加いただきまして協議を行いました。

左記により完結

教育委員会

　４）その他にも知りたい情報はたくさんございますが、私が訴
えたいことは情報開示が少なすぎるということです。ここにきて
ようやく建て替えの方向へと進んでいく中で、新しい給食セン
ターの担う役割は大きいと考えます。老朽化に伴う新設というこ
とではなく、長期休業の際の昼食提供や災害時の役割など、時代
に合った問題を同時に解決していく意義のある施設にしなければ
ならない、そのような意識は共通認識だと思います。
　同僚議員からも給食センターに関する質問や意見はこれまでた
くさん出ていると承知をしております。
　大きな予算を使い、今後数十年意義のある建物として使用する
予定である以上、現状の報告に加えより多くの人の意見の反映が
されるよう議論の場を広げていただきたいと考えますが答弁を求
めます。

　学校給食センター建築工事は、文部科学省の補助事業として行
うものであり、学校給食法を満足する施設でなくてはなりませ
ん。目的外の使用につきましては、文部科学省に確認する必要が
ありますので、その都度確認してまいります。
　新給食センター建築に向けて、早期に完成出来ますよう鋭意努
めております。ご指摘のとおり進捗状況につきましては、適宜議
会にて説明を行ってまいります。
　情報開示、幅広い意見の聴取につきましても、先進自治体を参
考にしながら今後も取り組んでまいりますのでご協力を賜ります
ようよろしくお願いいたします。

　情報開示として、基
本構想案のパブリック
コメントを実施する予
定です。

教育委員会
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　２）北島町武道館にもエアコンの設置が検討されていると思い
ますが、時期についてはいつ頃を検討されていますか。また、設
置するエアコンは小中学校と同様のエアコンか、もしくは大きな
スポットクーラーのようなものを導入する予定か、検討段階のも
のでいいので教えていただけますか。

　北島町武道館の空調設備の新設は、令和７年度の整備を計画し
ております。機器につきましては、本格的な電気式空調設備の設
置を予定しております。

　令和７年度の当初予
算に整備費を予算計上
しています。

教育委員会

（質問３）郵便料金値上げに伴う対応について
　本年１０月より手紙やはがきなど主な郵便料金が値上げされま
した。はがきや定形郵便物では３割以上もの大幅な値上げとなっ
ており、業務のデジタル化・ＤＸ化が進む中、収益を確保してい
くための値上げ措置だと考えられます。今後、デジタル化・ＤＸ
化が更に加速していくと予想される中、更なる郵便料金の値上げ
も想定しておかなければなりません。役場からは信書扱いを含め
てたくさんの郵便物の発送があると思います。今後のコスト増を
見越して、例えば封書から圧着ハガキに形状変更したり、安価に
発送できる業者の選定、電子化できるものはペーパーレスにする
など検討していく必要があると考えますが、見解をお伺いいたし
ます。

　議員ご指摘のとおり、郵便料金は改定により１０月１日から引
き上げられております。これらのコスト増を踏まえて事務改善を
図られてはどうかとのご質問ですが、ご提案の形状変更のほか、
各種お知らせ文書や通知書など、不急となる文書につきまして
は、他の文書と一緒にまとめて郵送するなど、すでに行っている
取組みも含めて今一度見直す必要があると考えます。
　このほか、廃止可能な文書の検討や一定の基準を設けて全庁的
な見直しを図るなど、また、どの程度が電子化できるかにつきま
しても、さらなる検討が必要になるものと考えております。
　いずれにしましても、郵便料金の改定による影響は避けられな
い状況でありますが、これまで郵便局が果たしてきた郵便サービ
スの安定的な提供につきましては、今後も活用しながら、新たな
通知方法の推進、また慣例・形式的な文書の見直しを全庁的に進
めながら、郵便料の削減に努めてまいりたいと考えております。

左記により完結

総務課

（質問２）スポーツ少年団の空調代負担について
　１）中学校の体育館にはエアコンが設置され既に運用を開始し
ております。各小学校の体育館においても順次設置し、今後運用
予定となっております。学校の体育館は災害時の避難所に指定さ
れています。避難所の体制を整え、長引く避難生活においても快
適な環境を提供することで、避難者のストレスを軽減できます。
このようなメリットともう一つは、体育館を使用する部活やス
ポーツにおいてエアコンを使用することで、夏場暑すぎることに
よって中止することなく活動できるというメリットがあります。
しかし小学校の体育館を主な活動場所としている町内のスポーツ
少年団は、一般の方が使用する際と同じ空調代の負担が求められ
る予定となっています。１時間当り１，０００円の負担です。１
日数時間、週に何日も活動を行っているスポーツ少年団にとって
は大きな負担増となることが予想されます。スポーツ少年団の指
導者の大半はボランティアで指導いただいています。したがって
保護者にとっても最低限の負担で子ども達がスポーツに携われる
よう配慮されています。特に夏場、月数万円の負担増となってし
まいますと、せっかく設置されたエアコンを使用することができ
ません。中学校の部活は負担なし、小学生のスポーツ少年団は一
般の方と同じ負担。スポーツ少年団も地域の方々が教えてくれて
いる小学校の部活動のようなものです。北島町が子育て・教育の
しやすい街として、空調代の負担について見直しを求めたいと思
いますが、見解をお伺いいたします。

　議員ご指摘のとおり、スポーツ少年団が学校体育館等の空調設
備を利用する際に、一般利用者と同額の利用料をご負担いただく
となるとスポーツ少年団にとって大きな負担増となることが予想
されます。
　今後、空調設備の利用料がスポーツ少年団にとって負担過多と
ならないよう、他の自治体の状況も参考にしながら減免について
も検討してまいります。

　実施内容について検
討中です。

教育委員会
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佐々木紀子議員

（質問１）子育て支援について
　令和８年度までの設置が市町村の努力義務となっている「こど
も家庭センター」について、開設に向けた取り組み状況とその開
設時期について次の２点にわたりお伺いしたい。
　１）本町においてこども家庭センターを開設するにあたって
は、相談員や保健師の確保、またセンター長・統括支援員の人員
体制などがこれまでの懸念材料として上がっていたが、これらの
課題は解消へ向けて動いているのか。

左記により完結

子育て支援課

　２）開設時期はいつ頃になるのか。 　こども家庭センターは、令和７年度からの開設を目指しており
ます。

左記により完結

子育て支援課

（質問２）セカンドブックサービス事業について
　本町ではこれまで、乳児とその保護者に絵本を開く楽しい体験
と、心ふれあうひとときを持つきっかけづくりとしてブックス
タート事業を実施してきた。
そこで次の２点にわたりお伺いしたい。
　１）現在、本町で行われているブックスタート事業は、どのよ
うに取り組まれているのか、お聞かせください。

　本町のブックスタート事業は、コロナ禍中は保健師による赤
ちゃん訪問時に絵本の手渡しを行っておりました。令和６年度か
らは乳児健康相談を再開し、保健師・管理栄養士による集団指導
後に、図書館の司書から絵本の大切さや楽しさを伝え、読み聞か
せを実施したのちに、絵本を手渡ししております。

左記により完結

子育て支援課

　２）先の質問で、「こども家庭センター」の開設について尋ね
た。開設に至った際には、その記念事業としてセカンドブック
サービス事業をスタートしてはどうか。できれば、埼玉県幸手市
や福島県伊達市がおこなっている「パーソナル知育絵本」として
実施してはどうかと提案するが、ご見解をお伺いしたい。

　ご提案いただきましたセカンドブックサービス事業につきまし
ては、先進自治体の取り組みについて勉強し、本町の実情やニー
ズ等を考慮して、妊娠・産後に利用できるさまざまなサービスを
検討してまいりたいと思っております。

　妊娠・産後に利用出
来るサービスを検討し
ています。

子育て支援課

　こども家庭センターは、子育て世代包括支援センターと子ども
家庭総合支援拠点の設立の意義や機能を維持したうえで組織を見
直し、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を
行う機能を有する機関でございます。
　現在本町では、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合
支援拠点は、施設は分かれておりますが同じ子育て支援課内に有
り、保健師・公認心理師・社会福祉士・保育士等の専門職員がお
り、密に連携をとり子育て世代の支援を行っております。
　本来はその２つの機能が統一され、同じ場所で運営することが
望ましいところですが、施設のスペースの問題もございますの
で、現在の施設が分かれたままで実施体制を整えて行こうと考え
ております。実施体制といたしましては、組織全体のマネジメン
トができる責任者であるセンター長を１名、母子保健及び児童福
祉双方の業務について十分な知識を有し、俯瞰して判断すること
のできる統括支援員を１名配置することが必要となります。
　組織的なことや人事的なことは、関係課等と協議を行っている
ところですが、現在の考えとしましては、子育て支援課をこども
家庭センターとして運営するのが円滑に移行できるのではないか
と考えております。
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（質問３）今年度の防災訓練を終え見えてきた課題について
　今年度の防災訓練も、過日無事に終えることができた。職員の
皆様をはじめ、警察、消防、様々なボランティアの方々などあら
ゆる団体からのご協力によって開催できたことに感謝申し上げる
とともに、参加された住民の方々から寄せられたご意見をもと
に、次の３点にわたりお伺いしたい。
　１）北小学校体育館のトイレが和式のため、有事の際には高齢
者や要配慮の方にとっては使い勝手が悪く、洋式に変更した方が
良いのではないか、とのご意見をいただいた。そこで現在計画的
に進めている体育館空調整備事業の時に改修工事を計画に入れて
はどうかと提案するが、ご見解をお伺いしたい。

　現在、北島小学校では空調設備新設及び長寿命化改修事業を
行っており、多目的トイレの新設及び既存トイレの改修、スロー
プの新設につきましても並行して工事を進めております。議員ご
指摘の既存トイレにつきましては老朽化が激しいため、和式便器
を洋式化するとともに床の乾式化を行うことで、トイレ環境の改
善を計画しております。
　北島南小学校及び北島北小学校につきましても空調設備等新設
事業に併せて、北島小学校と同様の工事内容で進めていくことと
しております。

左記により完結

教育委員会

　２）災害関連死対策についてお伺いしたい。本年初頭に起きた
能登半島地震の発災後において、それまでの教訓が十分活かされ
なかったのが、「地震で助かった命を守れなかったこと」であ
る。近年の災害報道では、発災後の災害関連死の認定数が直接死
亡数を上回っていると聞く。災害に伴う避難生活での体調悪化な
どによる災害関連死を防ぐため、国の防災基本計画においては、
今年の６月に修正を行い、医療活動の「被災地域外からの災害派
遣医療チーム（DMAT）等の派遣」の項に「日本災害リハビリテー
ション支援協会（JRAT）」が追記された。避難所運営の大きな課
題は、自治体のマンパワー不足にほかならず、行政はまず災害そ
のものに対峙しなければならないことから、支援が必要な高齢者
や要配慮者の数と支援体制が比例しているとは言い難いと感じ
る。行政が民間事業者や理学専門分野の方と連携しながら、百歳
体操を取り入れるなど、関連死ゼロを目指す体制を整えておくべ
きであると考えるが、ご見解をお伺いしたい。

　災害関連死につきましては、各地で災害が発生した後に、その
人数の増加が報じられ、残念な思いがいたします。
　本町における対策としましては、各指定避難所に避難関連物資
の導入を拡充して感染症を防ぐことが第一と考えております。例
えば、床で直接横になることを避け簡易ベッドなどを使用するこ
とで、埃を吸い込むことが予防できます。
　避難所では、健康に配慮した運営とその共通認識を浸透するこ
とが必要と考えております。避難された方々には、共助として敢
えてそれぞれに役割を分担し、心身ともに活発化させることや、
議員ご提案の百歳体操などはフレイル予防としても有効になりま
す。また、専門的な民間事業者や理学専門分野、各種応援チーム
などの方々との連携により復旧へ繋いでまいりたいと考えており
ます。

　国の新たな補助制度
が示されたことから、
本町も避難所の物資導
入を前倒しで進めてい
きます。
　また、その他の分野
もについても効果的な
対応策の検討を継続し
ていきます。 危機情報管理課

　３）昨年の第２回定例会で、「吉野川水系河川整備計画」に基
づいて完成した西高房の防波堤で、ファミリーレストランの裏側
の堤防が、一部高さが低くなっているのはどうしてか、三ツ合橋
のたもとまで完全な堤防の嵩上げ構築が必要なのではないか、と
取り上げた。質問当時、付近住民の方からのご意見であったが、
その後の進捗状況はどうなっているのか、と再び声が寄せられ
た。徳島河川国道事務所との連携や要望に対する具体的な動きが
あるのかどうかお伺いしたい。

　昨年ご質問いただいた西高房の堤防につきましてのその後です
が、国土交通省に確認をしたところ『現在、嵩上げ工事について
の設計を進めており、順次着手していく予定である』とのことで
したので、町としましても、工事の早期完成に向けて協力を行い
連携し災害対策を進めてまいります。

　現在、関係機関との
協議を進めています。

建設課
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（質問４）投票しやすい環境整備にいついて
　誰もが投票しやすい環境をつくり、また投票の公平性を確保す
るためとの観点に基づき次の２点にわたりお伺いしたい。
　１）本町では、令和５年執行の選挙から選挙支援カードを導入
している。意思疎通が困難な方は、この支援カードを見せること
で必要な支援を受けることができるとしている。町のホームペー
ジからもダウンロード可能となっていることも熟知している。し
かし、高齢者や障がいのある方から、「投票所に行くと独特の空
気感から緊張してしまい、先般の国政選挙でも支援カードの置き
場所を探すのに少し戸惑った」との声があった。そこで、投票所
でよくあるお問い合わせ項目をイラストと簡単な文で表したコ
ミュニケーションボードの導入を提案したい。これは、総務省選
挙部管理課でも推奨しており、ボードに表示されている絵や文字
を指さすことで自分の意思を伝えることができるというものであ
る。ご見解をお伺いしたい。

　まず、町民の方が投票しやすくするための支援のひとつである
選挙支援カードの置き場所がわかりにくかったことにつきまして
は、申し訳ございませんでした。
　今後は、投票所でのより円滑な意思疎通が可能となるよう、既
存の選挙支援カードと併せて、町民の方が必要としている支援の
項目をイラストと文字で可視化したコミュニケーションボードの
導入に向けて進めてまいります。

　投票所でのより円滑
な意思疎通が可能とな
るよう、令和７年に執
行される選挙より、コ
ミュニケーションボー
ドを導入します。

住民課

　２）視覚に障がいのある方が、代理投票ではなく、自ら投票用
紙に書けるようにする「投票用紙記入補助具」の導入を提案した
い。この補助具はプラスチック素材のケースで、記入欄に当たる
部分がくり抜かれており、投票用紙を挟むと触るだけで記入する
位置が分かる仕組みである。
　中途失明の人など点字が充分使えない方は、係員に代筆しても
らうのが通常であるが、その場合、係員による不正を防止する
ルール上、代筆した人とは別の係員が、記入内容に間違いがない
かを確認する必要があると規則にある。その確認方法は本町で
は、どのように行われているのか、お聞かせください。併せて、
この補助具の導入については自治体の裁量で認められていること
から、ご見解をお伺いしたい。

　投票所におきまして、障がい等の事由により代理投票の申し出
があった場合、投票所の選挙事務従事者２名が付き添い行いま
す。そのうち１名がご本人の意思に基づき候補者の氏名等を記載
し、もう１人が立ち会います。本町での確認方法は、選挙事務従
事者は声に出すことなく、記載台にある候補者の氏名等を指差し
等で確認し、投票の秘密に配慮してご本人の意思確認をしており
ます。
　また、投票用紙記入補助具は視覚に障がいのある方が自ら候補
者の氏名等を記入できるよう補助するものです。これにより、視
覚に障がいのある方が投票する場合に代理投票だけでなく、より
投票しやすくなると考えられますので、導入に向けて進めてまい
ります。
　今後も、より多くの方々に選挙に参加していただけるよう、他
の自治体が導入している投票支援の事例等を参照し、投票される
方の立場にたった投票しやすい環境づくりに努めてまいります。

　令和７年に執行され
る選挙より、投票用紙
記入補助具を導入しま
す。投票される方の立
場にたった投票しやす
い環境づくりに努めま
す。
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